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令和４年度改定の注意点
～疑義解釈等より～

青葉区歯科医師会

社保委員会

冨岡孝之

令和４年５月１４日

本日お話しすること

・コロナ禍の中での指導について

・令和４年度改定の注意点
～疑義解釈等より～

コロナ禍の中での
指導について

１.個別指導等に係る通知関係

① 個別指導実施通知の発出時期は

「１か月前」。

②指導対象患者の連絡時期と人数は

「１週間前に２０人」

「前日に１０人」。
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２.個別指導等の選定基準関係

集団的個別指導及び個別指導の選定対象から除外する

「取扱件数の少ない保険医療機関等」について、

１か月の平均取扱件数を

「３０件未満」（高点数を選定理由）とする。

※個別指導の免除期間中でも、情報提供等を選定理由とする場

合は除外しない。
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高点個別選考の流れ

集団指導

２年度

対象集団内
再抽出

３年度

高点個別指導

４年度

対象

１年度

2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度
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集団的個別指導の対象選定基準
（厚生局神奈川事務所）

年度 医療機関数 平均点数 基準値点数
（平均点×１．２）

実施対象
医療機関数

平成２５年度 4,832 1,269 1,523 263

２６年度 4,820 1,251 1,501 335

２７年度 4,848 1,247 1,496 372

２８年度 4,875 1,243 1,492 287

２９年度 4,901 1,249 1,499 306

３０年度 4,906 1,240 1,488 358

令和元年度 4,896 1,245 1,494 0

令和2年度 4,888 1,351 1,621 0

令和３年度 1,305 1,566
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令和４年度における指導監査等について

集団指導（指定時、更新時、登録時、改定時）実施する。

なお、e ラーニングによる実施を原則とするが、地域の実情
に応じ、集合形式での開催も可能とする。

（１）

（２） 集団的個別指導 集合形式により実施する。

令和４年度の集団的個別指導の対象となる保険医療機関等が、
指導大綱等に規定する選定基準に該当する場合、令和６年度
に実施する高点数を理由とする個別指導の対象となるため、
指導効果の観点から集合形式による実施を原則とし、新型コ
ロナウイルス感染症の状況により集合形式による実施が困難
な場合は、実施時期を延期する等により年度内に集合形式に
よる指導を終了するようにしてください。

令和４、５年度の高点数個別指導は行われない。
令和６年度の高点数個別指導は行われる予定。
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☞

令和４年度における指導監査等について

新規個別指導

教育的指導の観点から、全て実施する。

令和２年度、令和３年度の未実施分については、令和４年度
中の解消に努める。

（６）

（４）

（５） 監査 実施する。

適時調査 実地での調査を実施する。

なお、返還事案が発生した場合の遡及は、原則自己点検を
行った令和３年７月以降を対象とする。ただし、自己点検で
否となった場合や、基準を満たしていない場合等、自己点検
報告が虚偽であることが判明した場合は事実に基づいて返還
を求める。 9

（３） 個別指導 実施する。

ただし、高点数の保険医療機関等に対する個別指導は実施し
ない。

令和４年度改定の注意点

～疑義解釈等より～

基本診療料

第1部 初・再診料

【施設基準】 歯科初診料・再診料

初再診

点数変更

歯科初診料 261点
歯科再診料 53点

歯科初診料 264点
歯科再診料 56点

要件変更
初診料の注1に規定する施設基準
(2)感染症患者に対する歯科診療に対応する体制を確保

している事
(3)院内感染防止対策に係る研修を4年に1回

以上、定期的に受講している常勤の歯科医師が1名
以上配置されている事

(4)職員を対象とした院内感染防止対策にかかる
標準予防策等の院内研修等を実施している事

初診料の注1に規定する施設基準
(2)感染症患者に対する歯科診療を円滑に実施する体制

を確保している事
(3)院内感染防止対策に係る標準予防策及び

新興感染症に対する対策の研修を4年に1
回以上、定期的に受講している常勤の歯科医師が1名
以上配置されている事

(4)職員を対象とした院内感染防止対策にかかる
標準予防策及び新興感染症に対する対策
等の院内研修等を実施している事
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歯科点数表の初診料の注１に規定する施設基準（歯初診）

口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や、
専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底する等十分な院内感染
防止対策を講じていること。

(１)

感染症患者に対する歯科診療を円滑に実施する体制を確保していること。

歯科外来診療の院内感染防止対策に係る研修を４年に１回以上、

定期的に受講している常勤の歯科医師が１名以上配置されていること。

職員を対象とした院内感染防止対策にかかる標準予防策及び新興感
染症に対する対策等の院内研修等を実施していること。

当該保険医療機関の見やすい場所に、院内感染防止対策を実施して
いる旨の院内掲示を行っていること。

(３)

(２)

(４)

(５)
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⇒ 院内感染防止対策に係る標準予防策及び新興感染症に対する対策の研修

１. 研修受講の経過措置
C001-5 歯科初診料・再診料 初再診

H30.4 R3.3.31 R4.3.31 R5.3.31 R6.3.31

研修 施設基準の有効時間はR5.3.31

令和4年3月31日時に歯科点数表の初診料の注1の届出を行ってい
る
場合は、令和5年3月31日まで基準を満たしている

新研修

施設基準の有効時間は受講日から２年間研修

令和3年4月1日から令和4年3月31日の間に令和4年度改定前の「基本診療料の施設基準等及びその届出
に関する手続きの取扱いについて」(令和2年3月5日保医発0305第2号）の第2の7(3)の院内感染防止対策
に係る研修を受講した場合は、受講日から2年間は基準を満たしている

歯科外来診療の院内感染防止対策に係る標準予防策及び新興感染
症に対する対策の研修を受講した場合は受講日から４年間は基準を満
たしている

施設基準の有効時間は受講日から４年間

歯科点数表の初診料の注１に規定する施設基準（歯初診）

問

答

初診料の施設基準通知について
歯科点数表の初診料の注１に規定する施設基準及び地域歯科診療支援病院歯
科初診料に関する施設基準等が変更されたが、令和４年３月31日時点で現に
当該初診料に係る届出を行っている保険医療機関が、変更後の基準を満たし
ている場合、同年４月１日以降に再度届出を行わなくてよいか。

よい。
ただし、年１回、様式２の７による地方厚生（支）局長への報告を行うこと。

すでに初診料の注１に規定する施設基準を取得している医療機関は、新たな
基準を満たす研修
「院内感染防止対策に係る標準予防策及び新興感染症に対する対策の研修」
を期間内に受講すれば、再度の届出は必要ない。
ただし、毎年７月の報告は行う必要はある。

２.施設基準に係わる報告書

C001-5 歯科初診料・再診料 初再診

新項目
※報告の際は研修修了証の添付は不要

電子的保健医療情報活用加算
新設

ポイント

■ 施設基準

■ 導入の流れ、コスト

初診料 ＋７点 or ＋3点※
（月１回）

再診料 ＋４点
（月１回）

(要 施設基準 ）
＆

(歯科初診料・再診料の加算）

■ 初診料に期限付き点数

初再診

■ マイナンバーカード・カードリーダー・電子資格確認

A000
A002

■ オンライン請求

・ 令和６年3月31日まで
・ 当該患者に係る診療情報等の取得が困難な場合
・ 他の保険医療機関から患者に係る診療情報等の提供を受けた場合等

※

１
日
目

【算定パターン1】
1 歯科初診料 264点
2 地域歯科診療支援病院
歯科初診料 288点

1 歯科再診料 56点
2 地域歯科診療支援病院
歯科再診料 73点

電子的保健医療情報
活用加算 ＋4点

電子的保健医療情報
活用加算 ※＋3点

1 歯科初診料 264点
2 地域歯科診療支援病院
歯科初診料 288点

電子的保健医療情報
活用加算 ＋7点

1 歯科再診料 56点
2 地域歯科診療支援病院
歯科再診料 73点

電子的保健医療情報
活用加算 ＋4点

※令和6年3月31日
までの間に限る

初
診
月

２
日
目

患者の薬剤情報又は
特定健診情報等を取
得した場合

【算定パターン2】

【算定パターン3】

初
診
日

再
診
月

マイナンバーカード
の利用が必須

電子的保健医療情報活用加算の算定パターン

A000
A002 電子的保健医療情報活用加算 初再診
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電子的保健医療情報活用加算 (要 施設基準 ）
＆

(歯科初診料・再診料の加算）

初再診

A000
A002

問 区分番号「Ａ０００」初診料の注 12 に規定する電子的保健医療情報活用加算につい

て、ただし書の「当該患者に係る診療情報等の取得が困難な場合」とは、

どのような場合が対象となるのか。

（答）当該加算は、保険医療機関においてオンライン資格確認等システムが開始され、診
療情報等を取得し、当該情報を活用して診療等を実施できる体制が整えられていることを
評価する趣旨であることから、オンライン資格確認等システムの運用を開始している保険

医療機関であれば、実際に患者が個人番号カードを持参せず、診療情報等

の取得が困難な場合であっても、ただし書の「当該患者に係る診療情報等の取得が困難な
場合」に該当するものとして差し支えない。
また、患者の個人番号カードが破損等により利用できない場合や患者の個人番号カードの
利用者証明用電子証明証が失効している場合なども、同様に該当する。。

疑義解釈その１ 令和４年３月 ３１日 問１

初診料 ＋3点
（月１回）

⇒

電子的保健医療情報活用加算 (要 施設基準 ）
＆

(歯科初診料・再診料の加算）

初再診

A000
A002

（答）よい。

区分番号「Ａ０００」初診料の注 12 等に規定する電子的保健医療情報活用加算の設置基

準において、「当該情報を活用して診療等を実施できる体制を有
していることについて、当該保険医療機関の見やすい場所に
掲示していること」とされているが、医療機関の窓口や掲示板に

「マイナ受付」のポスターやステッカーを掲示することでよいか。

問

疑義解釈その１ 令和４年３月 ３１日 問２

⇒

特掲診療料

第２部 在宅医療

C000 通信画像情報活用加算 （歯科訪問診療料の加算）

訪問診療

新設

＋30点（1日につき）

ポイント

■ 地域歯科診療支援病院 or 在宅療養支援歯科診療所1・2

■ 次回の歯科訪問診療1・2算定時、月に１回算定できる

■ 過去2か月以内に訪問歯科衛生指導料を算定した患者

訪問診療
C000-5 通信画像情報活用加算（歯科訪問診療料の加算）
1. 通信画像情報活用加算とは？

地域歯科診療支援病院 or
在宅療養支援歯科診療所1・2である医療機関

訪問歯科衛生指導の実施時に歯科衛生士等がリアルタイムで
口腔内の画像を撮影できる装置で口腔内の状態等を撮影

Nucky dental 

スマホ等を訪問先で活用

歯科医師が観察歯科衛生士が撮影

リアルタイム
訪問先

得られた情報を次回の歯科訪問診療に活用した場合に
歯科訪問診療1・2に30点の加算が可能（歯科訪問診療3は不可）

対象となる患者

過去2月以内に訪問歯科衛生指導料を算定した患者

24

問

答

問

答

通信画像情報活用加算
訪問歯科衛生指導の実施時に当該保険医療機関の歯科医師が情報通信機器を
用いて患者の口腔内の状態等を観察した日以降に、

患者が入院した場合
は、当該加算の算定についてどのように考えればよいか。

歯科医師がリアルタイムでビデオ画像を観察できるものであれ

ば、該当する。

当該観察日から６月以内に限り、算定できる。
ただし、診療報酬明細書の摘要欄にその旨を記載すること。

【摘要欄】
・その旨を記載。

「リアルタイムで口腔内の画像を撮影できる装置を用いて」とあるが、歯科
用口腔内カメラ及び歯科診断用口腔内カメラは「リアルタイムで口腔内の画
像を撮影できる装置」に該当するか。
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問

答

通信画像情報活用加算

通信画像情報活用加算は、衛生士単独で訪問し、訪問歯科衛生指導料
を算定した日から２か月以内に、歯科訪問診療を実施した場合に患者１人に

つき月１回に限り、算定するとあるが、介護報酬の居宅療養管理指
導費（歯科衛生士等が行う場合）又は介護予防居宅療養管理
指導費（歯科衛生士等が行う場合）を算定した日に、歯科衛生士等

が口腔内ビデオ画像を撮影できる装置を用いて、口腔内の状態等を撮影し、
当該保険医療機関において歯科医師がリアルタイムで当該口腔内ビデオ画像
を観察（ビデオ通話に準ずる方式）し、得られた情報を次回の歯科訪問診療
に活用した場合、算定可能か。

算定可。

この場合、居宅療養管理指導費（歯科衛生士等が行う場合）又は介護予防居
宅療養管理指導費（歯科衛生士等が行う場合）を算定した日に当該保険医療
機関の歯科医師が口腔内ビデオ画像を撮影できる装置を用いて口腔内等の状
態を観察した旨を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

【摘要欄】
・その旨を記載。

特掲診療料

第３部 検査

D002-6  口腔細菌定量検査（要 施設基準）

新設

ポイント

■ 施設基準 ■ 月2回まで算定可

■ 対象は、歯科訪問診療を行っている患者 or 歯科診療特別対応加算のイ、ロ又はニの状態の患者※

■ 前回実施から1月以内で実施時は50/100

※前回実施から1月以内で実施時

130点 65点※
（月2回まで）口腔バイオフィルム感染症

※ 歯科診療特別対応加算
イ 脳性麻痺等で身体の不随意運動や緊張が強く体幹の安定が得られない状態
ロ 知的発達障害等により開口保持ができない状態や治療の目的が理解できず治療に協力が得られない状態
ニ 日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さが頻繁に見られ歯科診療に際して家族等の

援助を必要とする状態

「ハ 重症の喘息患者等で頻繁に治療の中断が必要な状態 」は不可

D002-6 口腔細菌定量検査
2.他の検査と管理料の算定は？

■ 歯周病検査および歯周病部分的再評価検査を算定した月は口腔細菌定量検査は算定出来ない
お００

■ 在宅患者訪問口腔リハビリテーション料で管理中は、口腔細菌定量検査は算定出来ない
お００

３.口腔細菌定量検査の実際

使用条件

保管・ 輸送条件

周囲温度： 10 ℃ ～ 35  ℃

相対湿度： 20 %  ～ 80  %（ 非結露）

気圧： 800 hPa ～ 1060  hPa

周囲温度： ‒20  ℃ ～ 60  ℃

相対湿度： 10 %  ～ 85  %（ 非結露）

気圧： 700 hPa ～ 1060  hPa

消費電力

測定方式

測定範囲

測定時間

最大測定結果データ

蓄積数

微生物定量値の

測定誤差

培養法との相関性

測定可能導電率

12 W

誘電泳動インピーダンス測定（ DEPIM）方式

1  × 10 5 cfu/mL ～ 1  × 10 8  cfu/mL

約1分（ 懸濁時間含む）
※ただし 、測定環境条件などにより 1分3 0秒程度かかる場合もあり ます。

機器と培養法の相関係数（ R）：  0 .85  以上

5  μS/cm ～ 400 μS/cm

5000件

1  × 10 5 ～ 1  × 10 6未満 ± 10 0 .5  cfu/mL

1  × 10 6 ～ 1  × 10 8  ± 10 0.25  cfu/mL

本体寸法

質量

幅： 144  mm × 高さ： 147  mm × 奥行き： 189  mm

約 1 .3  kg

定格入力

定格出力

寸法

質量

AC アダプタ―

電源コード

交流 100  V    50-60  Hz

直流 12  V   3  A

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく 変更することがありますが、ご了承く ださい。

※本機の結果は診断内容を示すものではありません。

※一般医療機器ではない類似品にご注意下さい。

長さ： 1 .5  m

長さ： 1 .8  m

幅： 50  mm × 高さ  : 33  mm × 奥行き : 99  mm

（ コード を除く ）

約 0 .3  kg 

（ ACアダプタ―及び電源コード 一式）

■全般 ■機器本体

■ACアダプタ―／電源コード

●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受取のうえ、保存してく ださい。尚、店名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。

安全に関するご注意

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。

●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。

保 証 書 に
関するお願い

●ご使用の際は、添付文書および取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

(1)本機は医療機器であり、使用者は操作を熟知する必要があります。 (2)診療を目的として口腔から採取した試料中の微生物を
電気インピーダンスにより定量する半自動の装置です。(3)定期的に機器の点検を行ってください。

●このカタログに記載の商品は医療従事者向け商品です。

省エネ
省エネを徹底的に追求した家電製品をお客様
にお届けし、商品使用時のＣＯ２排出量削減を
目指します。

省資源
新しい資源の使用量を減らし、使用済みの
家電製品などから回収した再生資源を使用
した商品を作り、資源循環を推進します。

化学
物質

パナソニック製品は、特定の環境負荷物質※

の使用を規制するRoH S指令の基準値にグ
ローバルで準拠しています。
※鉛・カドミウム・水銀・六価クロム・特定臭素系難燃剤

このカタログの内容についてのお問い合わせは左記のご販売店様に
ご相談ください。
または、以下のヘルプデスクにお問い合わせください。
口腔内細菌カウンタヘルプデスク
0120－878－857

パナソニッ クグループは環境に配慮した製品づく りに取り組んでいます 詳しく はホームページで
h ttp ://p a n a so n ic.co m /jp /su sta in a b ility

この印刷物は当社の「 紙・印刷物グリーン購入ガイドライン」に適合しています。

■お問い合わせとご用命は・・・

このカタログの記載内容は
2021年3月1日現在のものです。

N A-JJMZ1 7 0 6

口腔内の衛生状態を
その場で簡単に検査

口腔内細菌カウンタ
微生物定量分析装置

 NP-BCM01-A

短時間 簡単操作

■付属品

定圧検体採取器具 ……1個

電源コード ………………1個

ACアダプタ― …………1個

■指定品（ 別売）

滅菌綿棒 　 600本/箱　 パナソニック取扱い品番： N-DP04

販売名：メンティップ病院用綿棒 1P754S

 一般医療機器 医科用捲綿子 届出番号： 11B3X00094000034   製造販売業者：日本綿棒株式会社

■別売品

口腔内細菌カウンタ専用測定消耗品 1セット

品番： N-DP01　

 【 セット内容】

ディスポーザブルカップ  100個

口腔内細菌カウンタ専用

定圧検体採取器具 1個

品番： N-DP02

口腔内細菌カウンタ専用

ACアダプタ―

品番： N-DP03

ACアダプター1個／電源コード1個センサーチップ  100個

付属品・ 測定消耗品

製品仕様

一般医療機器

医療機器届出番号： 13B1X10134001003

特定保守管理医療機器
詳しくはHPへ

https://dental-washer.jp.eww.panasonic.com/
bacterial-counter.htm l

口腔細菌定量分析装置

29

問

答

問

答

口腔細菌定量検査

周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)、周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)又は周術期等
口腔機能管理料(Ⅲ)を算定している患者に対して、口腔細菌定量検査は算定
可能か。

口腔細菌定量検査の対象の状態の患者に対して行う場合は、算定できる。

同一初診期間中に初診料もしくは再診料の歯科診療特別対応加算を算定した
場合、口腔細菌定量検査は算定可能か。

算定可。

問

答

認知症を有する患者や要介護状態の患者の場合、口腔細菌定量検査は算定可
能か。

口腔細菌定量検査の対象の状態の患者に対して行う場合は、算定できる。

30

問

答

口腔細菌定量検査

口腔細菌定量検査の留意事項通知（２）において、「口腔バイオフィルム感
染症の診断を目的として実施した場合に算定できる」とあるが、検査の結果、
口腔バイオフィルム感染症と診断された場合の管理は、歯科疾患管理料又は
歯科疾患在宅療養管理料を算定可能か。

算定可。

無歯顎での歯管の算定や、
義歯のない無歯顎での歯在管の算定が
可能
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咀嚼能力
咬合圧

要件変更

ポイント

咀嚼能力検査・咬合圧検査 （要 施設基準）

(2) 当該検査は、問診、口腔内所見又は他の検査所見か
ら加齢等による口腔機能の低下が疑われる患者に対し、口
腔機能低下症の診断を目的として実施した場合に算定する。
なお、歯科疾患管理料、口腔機能管理料、歯科疾患在宅
療養管理料又は在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導
管理料を算定し、継続的な口腔機能の管理を行っている患
者について、６月に1回に限り算定する。

(2) 当該検査は、問診、口腔内所見又は他の検査所見か
ら加齢等による口腔機能の低下が疑われる患者に対し、口
腔機能低下症の診断を目的として実施した場合に算定する。
なお、歯科疾患管理料、口腔機能管理料、歯科特定疾患
療養管理料、歯科疾患在宅療養管理料又は在宅患者訪
問口腔リハビリテーション指導管理料を算定し、継続的な口
腔機能の管理を行っている患者について、６月に1回に限り
算定する。

D011-2
D011-3

■ 口腔機能低下症の年齢拡大により50歳以上であれば算定可能

■ 歯科特定疾患療養管理料管理下で算定可(追加）

32

問

答

咀嚼能力検査、咬合圧検査、舌圧検査

口腔機能発達不全症が疑われる患者に対して、診断を目的として咀嚼能力検
査、咬合圧検査又は舌圧検査を行った場合、当該検査は算定可能か。

算定不可。なお、「疑義解釈資料の送付について（その１）」（令和２年３
月 31 日事務連絡）別添３の問 10 は廃止する。

「口腔機能低下症」が対象

特掲診療料

第８部 処置

I000-2   咬合調整
対象の明確化

ポイント

■ PとBrxで算定可能であることが明確化 ■ 算定間隔は従来通り

処置 傷病名
イ 歯周炎に対する歯の削合 P
ロ 歯ぎしりに対する歯の削合 Brx
ハ 過重圧を受ける歯の切縁の削合

咬頭の過高部の削合
他院製作の金属歯冠修復物等
の過高部の削合

歯牙鋭縁
挺出歯
MC過高

ニ 鉤歯削合・対鉤歯削合 MT
義歯ハセツ

ホ 咬合性外傷の過高部の削合
歯冠形態修正
咬傷のための形態修正

咬合性外傷
Mal
咬傷

処置 傷病名 算定間隔
イ 一次性咬合性外傷の場合 MC過高

Brx
咬合性外傷

６月

ロ 二次性咬合性外傷の場合 P
咬合性外傷 ６月

ハ 歯冠形態修正の場合 Mal
咬傷
歯牙鋭縁
挺出歯

６月

ニ レスト製作の場合 MT
義歯ハセツ 3月

ホ 第13部 歯科矯正に伴う
ディスキングの場合

咬調

35

※１ 生切・抜髄・感染
根管処置・抜歯予定の場
合は算定できません。

※２ 乳歯にも算定でき
ます。

※３ 上下顎同時に義歯
の新製や修理を行う際は、
併せて３か月に１回の算
定となります。

36

問

答

咬合調整
令和４年３月31日以前に旧歯科点数表における咬合調整のイからホまでのい
ずれかに該当し、当該処置を算定していた患者について、同年４月１日以降
に引き続き当該処置を算定する場合は、どのように考えればよいか。

令和４年３月31日以前の算定状況にかかわらず、同年４月１日以降は、改
めて改定後の留意事項通知（１）のイからホまでに応じて算定してよい。

令和４年３月31日以前の算定状況にかかわらず、４月１日以降は新たな記号の
（イ）から（ホ）に応じて算定が可能です。 （疑義解釈R4.4.11）

４/１ 同一初診内 改定後改定前

４月１日以前のすべての咬合調整の
算定履歴はここでリセット

同一の傷病に対して新しい記号の

（イ）から（ホ）での算定が可能です

（ニ）レスト製作についても同様です

咬合調整

（イ）から（ホ）を
算定

令和４年
４月改定
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I031 フッ化物歯面塗布処置
F局

要件変更

2 在宅等療養患者の場合
110点
[算定要件]
注2 2については、区分番号C000に掲げる歯科
訪問診療料を算定し、初期の根面う蝕に罹患して
いる在宅等で 療養を行う患者に対して、主治の歯
科医師又はその指示を受けた歯科衛生士が、フッ
化物歯面塗布処置を行った場合に、月1回に限り
算定する。ただし、2回目以降のフッ化物歯面塗布
処置の算定は、前回実施月の翌月の初日から起
算して2月を経過した日以降に行った場合に限り、
月1回に限り算定する。

2 初期の根面う蝕に罹患している患者の場合
110点
[算定要件]
注2 2については、区分番号C000に掲げる歯科
訪問診療料を算定し、初期の根面う蝕に罹患して
いる在宅等で療養を行う患者又は区分番号
B000-4に掲げる歯科疾患管理料(注10に規
定するエナメル質初期う蝕管理加算を算定した場
合を除く。)を算定し、初期の根面う蝕に罹患して
いる65歳以上の患者に対して、主治の歯科医師
又はその指示を受けた歯科衛生士が、フッ化物歯
面塗布処置を行った場合に、月1回に限り算定す
る。ただし、2回目以降のフッ化物歯面塗布処置の
算定は、前回 実施月の翌月の初日から起算して
2月を経過した日以降に行った場合に限り、月1回
に限り算定する。

ポイント

■ 訪問診療時だけでなく65歳以上の外来患者にも算定可能

■ 外来患者の場合は歯管を算定していることが必要

■ エナメル質初期う蝕管理加算と併算定は不可

38

問

答

フッ化物歯面塗布処置

区分番号「Ｉ０３１」フッ化物歯面塗布処置の「２」初期の根面う蝕に罹患
している患者の場合を算定する場合に、診療報酬明細書の「傷病名部位」欄
の病名はどのように記載すればよいか。

「初期の根面う蝕」又は「根Ｃ」と記載し、処置を行った部位を

記載すること。

39

フッ化物歯面塗布処置
う蝕多発傾向者

の場合

（16歳未満）

初期の根面う蝕に罹患

している患者の場合 エナメル質初期う蝕に罹患している

患者の場合
訪問

65歳以上の
外来患者

傷病名 ｢Ｃ管理中｣ 「Ｃ、根C」 「Ｃｅ」

点数 110点 110点 130点

算定方法 月１回に限る (３か月に１回)

歯管による管理 必要 ― 必要 必要

歯科訪問診療料

の算定
― 必要 ― ―

口腔内写真撮影 不要
必要（算定は不可）

２回目以降、光学式う蝕検知装置を

使用した場合、不要

レセプト

［摘要］欄記載

※１

初回の場合：「初回(Ｆ局)」
２回目以降：「Ｆ局前回実施年月日」

※１ 充填等を行った歯面と異なる歯面に翌月以降フッ化物歯面塗布処置を行った場合は、
充填等が行われた歯面、エナメル質初期う蝕の管理を行う歯面を【摘要欄】に記載。

異種の処置・歯冠修復

40

Q. 同じ日に同部位の
「う蝕処置」と「知覚過敏処置」の算定は？

「う蝕処置」と「知覚過敏処置」について

同一歯にう蝕と知覚過敏症が生じている場合は、それぞれに対する処置を行うことが臨床上
あり得るものと考えられる。

第20次審査情報提供事例より

A. 原則として、同日に、同一部位に対する
「う蝕処置」と「知覚過敏処置」の算定を認める。

41

Q. 同じ日に同部位の
「充形/修形」と「知覚過敏処置」の算定は？

「充形/修形」と「知覚過敏処置」について

第20次審査情報提供事例より

A. 原則として、同日に、同一部位に対する
「充形/修形」と「知覚過敏処置」の算定はできません。

同じ日に同部位の「充形/修形」と「知覚過敏処置」の算定はできません。が、

１日目 ３日目２日目

Hys処 46点 Hys処 46点Hys処 ー点

充形 128点KPでなく充形算定が
認められます。

充形/修形後のHys処も
認められます。

42
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Q. 同部位の
「う蝕薬物塗布処置（サホライド）」と「充填」の算定は？

「う蝕薬物塗布処置」と「充填」について

第20次審査情報提供事例より

A. ① 同一部位に対する、同日の 「う蝕薬物塗布処置」と「充填」の算定は
認められません。

② 同一部位に対する、 「う蝕薬物塗布処置」後の「充填」の算定は
認められます。ただし「充填」は「KP」で算定します。

③ 同一部位に対する、 「充形」後の「う蝕薬物塗布処置」の算定は
認められます。

１日目

２日目

う蝕薬物塗布処置 充形

同日

う蝕薬物塗布処置
KP

１日目

２日目 う蝕薬物塗布処置

充形

43

Q. 同じ日に同部位の
「歯冠修復物または補綴物の除去」と「KP/PZ/修形・充形」の算定は？

「除去」と「KP/PZ/修形・充形」について

歯冠修復物（InまたはCR）を除去し、カリエス除去、
歯髄覆罩、Inの形成（複雑）、印象、咬合の場合。

第20次審査情報提供事例より

A. 原則として、同日に、同一部位に対する 「歯冠修復物または補綴物の
除去」と「Ｍ００１歯冠形成 ３ 窩洞形成」 （KP/PZ）の算定を認める。
「充形・修形」とでは不可。

修形
連合印象
咬合採得

64点
18点

120点
除去
う蝕処置
間接歯髄保護処置
KP
連合印象
咬合採得

20点
ーー

34点
86点
64点
18点

202点

222点

【参考】

44

歯周病

I011-２ 歯周病安定期治療(SPT)
新設・廃止

ポイント
■ か強診加算の新設 (＋120点) ■ SPT(Ⅱ)の廃止

SPT

１ １歯～９歯 200点

２ 10歯～19歯 250点

３ 20歯以上 350点

１ １歯～９歯 200点

２ 10歯～19歯 250点

３ 20歯以上 350点

１ １歯～９歯 380点
２ 10歯～19歯 550点
３ 20歯以上 830点

歯周病安定期治療（Ⅰ）

歯周病安定期治療（Ⅱ）

歯周病安定期治療

歯周病安定期治療（Ⅱ）→廃止

かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所加算
(要 施設基準）＋120点

かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所 毎月算定可能

かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所以外 原則３か月に１回
※歯周外科手術後等は毎月算定できる

■ 算定間隔

問

答

問

答

歯周病安定期治療

歯周病安定期治療を算定していた患者について、かかりつけ歯科医機能強化
型歯科診療所の施設基準を満たさなくなり、届出を取り下げた場合の次回の
歯周病安定期治療の算定は、直近の実施月の翌月の初日から起算して２月を
経過した日以降に可能ということか。

そのとおり。

令和４年３月31日以前に旧歯科点数表における歯周病安定期治療(Ⅱ)を算定
していた患者について、同年４月１日以降に歯周病安定期治療を算定する場
合、歯周病患者画像活用指導料及び歯周病検査は別に算定可能か。

算定可。

SPTⅡ
SPT

P画像

か強診加算

歯周病検査

包括
（P画像、歯周病検査）

830点
（20歯以上）

令
和
４
年
４
月
１
日

350点（20歯以上）

120点

50点（10点×5）

400点（歯周精密検査）
200点（歯周基本検査）

920点

最も重要な原因
であるプラークを
歯科医療機関と
患者が協力して
取り除く
→歯磨き指導、
歯面清掃

歯周病治療の流れ（歯周基本治療）

初診

歯周病検査

歯周病検査

▶モチベーション

▶プラークコントロール（ＤＨによるＴＢＩ等）

▶ＳＣ（スケーリング/歯垢除去）

▶プラークリテンションファクターの除去等
歯
周
病
重
症
化
予
防
治
療
（
Ｐ
重
防
）

プラークを増加させたり取り
除きにくくする歯石を取り除
く

▶ＳＲＰ 等

治

癒

歯
周
基
本
治
療
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歯周病治療の流れ（外科治療 等）

歯周基本治療

歯周病検査

歯周病検査

歯周外科治療

歯
周
病
重
症
化
予
防
治
療
（
Ｐ
重
防
）

治

癒

歯周疾患処置
（局所薬物療法）

歯周病検査

▶再ＳＲＰ
▶再SC

歯周病安定期治療（ＳＰＴ）

歯周病治療の流れ（外科治療 等）

歯周基本治療

歯周病検査

歯周病検査

歯周外科治療

歯
周
病
重
症
化
予
防
治
療
（

Ｐ
重
防
）

治

癒

歯周疾患処置
（局所薬物療法）

歯周病検査

▶再ＳＲＰ
▶再PCur

歯周病安定期治療 （ＳＰＴ）

ペリオクリンステージ
１か月間

（週１回程度）
薬剤注入

P処
14点
ペリオクリン
61点

P処
14点
ペリオクリン
61点

P処
14点
ペリオクリン
61点

P処
14点
ペリオクリン
61点

歯周疾患処置（P処）１４点 とは？

51

歯周疾患の症状の改善を目的として歯周ポケット内へ特定薬剤を
注入した場合に１口腔単位で算定する

歯周基本治療の最後の歯周病検査（３回目以降）の
結果、歯周ポケットが４ｍｍ以上の部位に対し計画的
に１か月間（週１回程度）薬剤注入を行った場合に算
定する。
さらにその後の歯周病検査の結果、歯周ポケットが

４ｍｍ以上の部位に対しさらに１か月間継続して薬剤
注入を行った場合にも算定できる。

①

② 歯周疾患による急性症状（P急発）時に、薬剤注入を
行った場合に算定できる。

【例】 P処１４点＋ペリオクリン１シリンジ６１点

歯周病治療の流れ（外科治療 等）

歯周基本治療

歯周病検査

歯周病検査

歯周外科治療

歯
周
病
重
症
化
予
防
治
療
（
Ｐ
重
防
）

治

癒

歯周疾患処置
（局所薬物療法）

歯周病検査

▶再ＳＲＰ
▶再SC

歯周病安定期治療（ＳＰＴ）

特掲診療料

第12部 歯冠修復及び欠損補綴

M015-3  CAD/CAMインレー （要 施設基準）

※材料料を含む R4.３.24現在

小臼歯 938点 CAD/CAM冠用材料（Ⅰ）

931点 CAD/CAM冠用材料（Ⅱ）

大臼歯 1,100点 CAD/CAM冠用材料（Ⅲ）

新設

ポイント

■ 施設基準 ■ 複雑窩洞■ 大臼歯は条件付き

(1) CAD/CAM冠用材料(Ⅰ)188点
(2) CAD/CAM冠用材料(Ⅱ)181点
(3) CAD/CAM冠用材料(Ⅲ)350点
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M015-3 CAD/CAMインレー

1. CAD/CAMインレー 施設基準は？

２. 適応部位

イ 小臼歯

ロ 上下顎両側の第二大臼歯が存在する患者の
第一大臼歯

ハ 歯科用金属アレルギーを有する患者の大臼歯

［施設基準］

※歯CAD施設基準を既に届出していれば再届出は不要

歯科用金属アレルギーの場合
医科の保険医療機関又は医科歯科併設の医療機関の医師との連携の
上で、診療情報提供(診療情報提供料の様式に準ずるもの)に基づく場合

適応外

適応外

ＣＡＤ／ＣＡＭ冠 ＣＡＤ／ＣＡＭ冠及びＣＡＤ／ＣＡＭインレー

［施設基準］

(１) 歯科補綴治療に係る専門の知識及び３年以上の経験を有する歯科医師が１名以上配置されていること。
(２) 保険医療機関内に歯科用ＣＡＤ/ＣＡＭ装置が設置されている場合は、歯科技工士を配置していること。
(３) 保険医療機関内に歯科用ＣＡＤ／ＣＡＭ装置が設置されていない場合は、当該装置を設置している

歯科技工所との連携が図られていること。

M015-3 CAD/CAMインレー
3. 歯冠形成・印象採得・咬合採得・装着

CAD/CAMインレーを装着する際に歯質に対する接着性を向上させることを
目的にアルミナ・サンドブラスト処理及びシランカップリング処理を行う

CAD/CAMインレーを装着する場合は
左記の項目を算定する

歯冠形成
う蝕歯インレー修復形成
窩洞形成（複雑）

120点
86点

印象採得
単純印象
連合印象

32点
64点

咬合採得 歯冠修復（1歯につき） 18点

装着
歯冠修復（1歯につき）
内面処理加算１

45点
45点

内面処理加算１

「 ジーセム リ ンクフォース」 はデュアルキュア型のため、 余剰セメ ント に

約１ ～２ 秒間光照射（ タ ッ クキュア） ※し半硬化させることで、 一塊で容易

に除去することができます。 光照射を行わない場合でも口腔内にセッ ト 後

約1～2分の間で同様に除去できます。

※余剰セメ ント の光照射時間は、 光照射器の性能や照射する距離により異なり ます。

多く の先生方にご使用いただき高い評価をいただいておりますボンディ ング

材『 G-プレミ オ ボンド 』 を光重合型からデュアルキュア＆タッ チキュア型に

変えるための『 G-プレミ オ ボンド  DCA※（ デュアルキュアアクチベータ

ー） 』 と 、 すべての歯科修復物の前処理として使用いただける国産初の1液性

プライマー『 G-マルチプライマー』 を新たに開発。

近年の高まる審美修復のニーズに応えるために、 新しいプライマー併用型歯

科接着用レジンセメ ント 『 ジーセム リ ンクフォース』 がここに完成。

これからの“接着臨床”を支えるセメ ンティ ングシステムが始動します。

※DCA： Dual Cure Activator（ デュアルキュアアクチベーター： 光+化学重合のための化学重合開始剤）

審美修復における接着臨床の課題として、 セメ ント の摩耗に

よる着色や２ 次カリエスがあげられます。

これらの課題に対し 、 ジーシーは「 MIフィ ル」 「 セラスマー

ト 」 などで培われたナノ フィ ラーテクノ ロジーをレジンセメ

ント に応用。

また、 強固なレジンセメ ント 層を形成するために反応性の高

い２ 種類の重合開始剤を採用することで、 高い強度と今まで

にない優れた耐摩耗性を発揮します。

歯質接着性モノ マーである「 MDP※1」 「 4-MET」 を配合したボンディ ン

グ材「 G-プレミ オ ボンド 」 と新開発のデュアルキュア  アクチベーター

「 G-プレミ オ ボンド  DCA」 を1： 1で混和することで、 光重合型からデュ

アルキュア（ 光+ 化学重合） 型プライミ ングボンド になります。

この混和液※2がジーセム リ ンクフォース  レジンセメ ント と接触すると 、

タ ッ チキュア効果によりセメ ント の硬化が促進されるため、 光を通さない

メ タルセラミ ッ クスや光の通りづらいジルコニアの症例でも、 高い接着性

能を発揮します。

※1 MDP： 10- methacryloyloxydecyl dihydrogen phosphate

※2 混和液（ 1： 1） は、 塗布後20 秒放置し強圧エアーで乾燥を行います。 但し 、 G-プレミ オ ボンド のみで

使用するラミ ネート ベニアの歯面処理は、 塗布後10秒放置し強圧エアーで乾燥を行います。

すべてのマテリアルに対応する接着性モノ マーを配合した、 国産初の１ 液性プライマー「 G-マル

チプライマー」 。

“歯質以外の修復物は、 G-マルチプライマーで”という シンプルさは、 煩雑な“接着臨床”において

簡便で強固な接着を実現します。

接着性モノ マー 接着対象

リン酸エステル系モノ マー
「 MDP」 *1 ジルコニア、 非貴金属

チオリ ン酸エステル系モノ マー
「 MDTP」 *2 貴金属

シランカッ プリ ング剤「 γ-MPTS」 セラミ ッ クス（ 長石系・ リ チウムシリケート 系）
ハイブリ ッ ド レジン（ CAD/CAM冠含む）

※1 MDP： 10- methacryloyloxydecyl dihydrogen phosphate

※2 MDTP： 10-methacryloyloxydecyl dihydrogen thiophosphate

po

Copyright© 2016 GC. All rights reserved

GC

シランカップリング処
理

サンドブラスター

M015-2 CAD/CAM冠 （要 施設基準）

(１) CAD/CAM冠用材料(Ⅰ) 228点
(２) CAD/CAM冠用材料(Ⅱ) 254点
(３) CAD/CAM冠用材料(Ⅲ) 442点
(４) CAD/CAM冠用材料(Ⅳ) 576点

点数変更

(１) CAD/CAM冠用材料(Ⅰ) 188点
(２) CAD/CAM冠用材料(Ⅱ) 181点
(３) CAD/CAM冠用材料(Ⅲ) 350点
(４) CAD/CAM冠用材料(Ⅳ) 438点

ポイント

■ CAD/CAM冠用材料(Ⅰ)及び(Ⅱ)は小臼歯に使用した場合に限り算定できる。

■ CAD/CAM冠用材料(Ⅲ)は大臼歯に使用した場合に限り算定できる。

■ CAD/CAM冠用材料(Ⅲ)を小臼歯に使用した場合は、小臼歯により算定する

■ CAD/CAM冠用材料(Ⅲ)を大臼歯に使用した場合は、製品に付属している使用した材料の名称
及びロット番号等を記載した文書(シール等)を保存して管理すること(診療録に貼付する等)。

■ CAD/CAM冠用材料(Ⅳ)は前歯部のみに使用可。

歯CAD

58

問

答

ＣＡＤ／ＣＡＭ冠、ＣＡＤ／ＣＡＭインレー

ＣＡＤ／ＣＡＭ冠及びＣＡＤ／ＣＡＭインレーについて、ＣＡＤ／ＣＡＭ冠
用材料(Ⅲ)を小臼歯に対して使用した場合、ＣＡＤ／ＣＡＭ冠用材料(Ⅲ)の
材料料は算定可能か。

算定不可。
ＣＡＤ／ＣＡＭ冠用材料(Ⅲ)を小臼歯に対して使用した場合は、ＣＡＤ／Ｃ
ＡＭ冠用材料(Ⅰ)又はＣＡＤ／ＣＡＭ冠用材料(Ⅱ)の材料料を算定する。

主な施設基準変更点

新たに新設された施設基準

・ 電子的保健医療情報活用加算

・ 口腔細菌定量検査（口菌検）

■電子的保健医療情報活用加算は届出の必要はなし

新設

新たに届出の必要な施設基準

・ 外来後発医薬品使用体制加算１、２、３（外後発使１、２、３）

・ 歯科診療特別対応連携加算（歯特連）

・ 摂食嚥下機能回復体制加算１、２、３（摂嚥回１、２、３） （３は ）

ポイント

病院

届出は不要！
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新たに届出の必要な施設基準（経過措置あり）

・ 在宅療養支援歯科診療所１（歯援診１)

■ 期限内に新たな講習受講の必要あり。

■ 新たな届出は不要。年に1回の報告で受講した講習等の記載は必要。

内容に変更のある施設基準（経過措置あり）

・ 歯科点数表の初診料の注１に規定する施設基準(歯初診)

・ 地域歯科診療支援病院歯科初診料に関する施設基準等（病初診）

ポイント

病院

届出は不要！

内容に変更のある施設基準

・ かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所（か強診)

・ 在宅療養支援歯科診療所２（歯援診２)

名称変更した施設基準

・ ＣＡＤ／ＣＡＭ冠及びＣＡＤ／ＣＡＭインレー （旧 ＣＡＤ／ＣＡＭ冠）
・ 歯科治療時医療管理料（医管）

（旧 歯科疾患管理料の注11 に規定する総合医療管理加算及び歯科治療時医療管理料）
・ 在宅患者歯科治療時医療管理料（在歯管)
（旧 歯科疾患在宅療養管理料の注４に規定する在宅総合医療管理加算

及び在宅患者歯科治療時医療管理料）
・ 連携強化診療情報提供料 （旧 診療情報提供料（Ⅲ））

■新たな届出の必要はなし
ポイント

届出は不要！

届出は不要！

63

問

答

問

答

か強診の施設基準通知（２）のアにおいて、「過去１年間に歯周病安定期治
療又は歯周病重症化予防治療をあわせて 30 回以上算定していること」とあ
るが、旧歯科点数表における歯周病安定期治療(Ⅰ)、歯周病安定期治療(Ⅱ)
及び歯周病重症化予防治療の算定実績を含めてよいか。

届出を行う日から過去１年間に算定したものに限り、含めてよい。

かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準（以下「か強診」）が変
更されたが、令和４年３月31日時点で現にか強診の届出を行っている保険医
療機関が、変更後の基準を満たしている場合、同年４月 1 日以降に再度届出
を行わなくてよいか。

よい。

かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所 （か強診）

令和4年改定以前は、過去１年間に歯周病安定期治療(Ⅰ)または
歯周病安定期治療(Ⅱ)をあわせて30回以上算定していること。
が条件。

64

かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所 （か強診）

問

答

在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料
小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料
歯周病安定期治療

の かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所加算を算定する場合に、診療録
及び診療報酬明細書の診療行為名称等はどのように記載すればよいか。

「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所加算」又は「か強診」と記載す
る。

65

エナメル質初期う蝕管理加算

か強診加算（SPT） 1. 1歯以上10歯未満 200点
2. 10歯以上20歯未満 250点
3. 20歯以上 350点

歯科疾患管理料の加算 +260点

1. 10歯未満 400点
2. 10歯以上20歯未満 500点
3. 20歯以上 600点

1回20分以上 月4回まで

加算
＋７５点

かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所 （か強診）で
実施可能な事項

加算＋１２０点
SPTを毎月算定可

歯科訪問診療料
歯科訪問診療補助加算（訪補助）

在宅患者訪問口腔
リハビリテーション指導管理料

同一建物１人の場合
同一建物複数人の場合

+115点
+ 50点

+ 90点
+ 30点

その他の
歯科診療所か強診

小児在宅患者訪問口腔
リハビリテーション指導管理料

600点
1回20分以上 月4回まで

加算
＋７５点

御清聴ありがとうございました。


